
市長及び副市長のハラスメント事案に関する第三者調査委員会設置要綱 

 

 （ 趣旨）  

第 1 条 「 『 名古屋城バリアフリーに関する市民討論会』 における差別事案に係る

検証について（ 最終報告） 」 において、 名古屋市長（ 次条において「 市長」 とい

う。 ） 及び観光文化交流局所管副市長からの発言をパワーハラスメントと受け止

めていた職員がいたとの記載の事項（ 以下「 本件事案」 という。 ） について、 公

平かつ中立的な観点から専門的な知見を持つ第三者による客観的な調査等を行う

ため、 本件事案に関する第三者調査委員会（ 以下「 調査委員会」 という。 ） を設

置する。 

 

 （ 所掌事務）  

第 2 条 調査委員会は、 市長及び観光文化交流局所管副市長に関する事案について、

それぞれ次に掲げる事項を行う。  

 (1) 本件事案の原因を含む事実関係の究明、 把握、 調査、 認定 

 (2) 再発防止策の提言 

 (3) 前 2 号に関する報告書の作成 

 (4) 前号の報告書に関する記者会見の開催 

 (5) 前各号に関連する事項その他調査委員会が必要と認める事項 

 

 （ 組織）  

第 3 条 調査委員会は、 3 名の委員をもって組織する。  

 

 （ 委員）  

第 4 条 委員は、 愛知県弁護士会から推薦された弁護士 3 名を選任する。  

2  委員の任期は、委員に選任されたときから本件事案に係る報告書を提出後、 記者

会見が行われた日の属する月の末日とする。 ただし、 記者会見が行われない場合

は、本件事案にかかる報告書が提出された日の属する月の末日とする。  

3  委員が欠員となったときは、 本条第 1 項に準じて補欠委員を選任し、 その任期

は、 前任者の残任期間とする。  

4  補助調査員の人数は、 3 名を上限とし、 弁護士の中から選任する。  

 

（ 委員長）  

第 5 条 調査委員会に委員長を置き、 委員の互選により定める。  

2  委員長は、 調査委員会を統轄し、 会務を処理する。  

3  委員長に事故があるとき、 又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長が

あらかじめ指名する者がその職務を代理する。  
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 （ 会議）  

第 6 条 調査委員会の会議は、 委員長がこれを招集する。 ただし、 初回の会議は、 

総務局所管副市長が招集する。  

2  調査委員会の会議は、 非公開とする。  

 

 （ 意見の聴取等）  

第 7 条 委員は、 本件事案の審議のため必要があると認めるときは、 本件事案の関

係者に対し、 次の各号に掲げる事項について協力を求めることができる。  

 (1) 事実関係、意見の聴取 

 (2) 資料等の提出 

 (3) 調査委員会への出席 

 (4) その他委員が必要と認める事項 

2  前項第 1 号に定める関係者への事実関係、 意見の聴取について、 本市職員以外

の者に協力を求めたときは、 次のとおり謝金を支払うことができる。  

  1 回あたり 12,600 円 

 

 （ 謝金）  

第 8 条 委員が会議等に出席したとき、 ヒアリング等調査に従事したとき及び次条第

1 項の報告書の作成に従事したときは、 謝金を支払うことができる。  

2  謝金の額は、 次の各号に掲げる区分に応じ、 当該各号に定める額とする。  

 (1) 会議等に出席したとき 1 回あたり 12,600 円 

 (2) ヒアリング等調査及び報告書の作成に従事したとき 1 時間あたり 10,000 円 

3  前項の謝金のほか、委員等には費用弁償として旅費を支給することができる。 こ

の場合、 委員等に支給する旅費の額は、名古屋市旅費条例（ 昭和25年名古屋市条例

第32号） の規程を準用して算定する。  

 

 （ 調査等の結果報告）  

第 9 条 委員長は、 第 2 条各号にかかる事務を行い、 調査等の結果を得たときは速

やかに報告書を作成し、 総務局所管副市長に提出するものとする。  

 

 （ 遵守事項）  

第10条 委員は、 その職務において関係者のプライバシーの保護を徹底し、 関係者

が不利益な取り扱いを受けないように最大限配慮しなければならない。  

2  委員は、 その職務に関し、 知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退い

た後もまた同様とする。  

 

 （ 庶務）  

第11条 調査委員会の庶務は、 総務局職員部コンプライアンス推進課において行う。 
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 （ 委任）  

第12条 この要綱に定めるもののほか、 調査委員会の運営に関し必要な事項は、 委

員長が調査委員会に諮って定める。  

  

   附 則 

 （ 施行期日）  

1  この要綱は、 令和 6 年 10 月 1 日から施行する。  

 （ この要綱の失効）  

2  この要綱は、第 4 条第 2 項の委員任期の終期により、 その効力を失う。  

 

 （ 施行期日）  

1  この要綱は、 令和 6 年 11 月 19 日から施行する。  
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名古屋市 

 
 

名古屋城バリアフリーに関する 

アンケートへのご協力のお願い 
調査票にご記入の上、５月８日（月）【消印有効】までにご投函ください。 

日ごろは、市政にご理解・ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 

本アンケートは、無作為に選ばれた市民の方に送付させていただいております。 

名古屋市では現在、名古屋城天守閣の木造復元事業を推進しています。今から約

４００年前に徳川家康の命により築城された名古屋城天守は、城郭建築として旧国

宝第 1 号に指定されていましたが、１９４５年５月１４日に惜しくも空襲で焼失

してしまいました。 

その後、市民の皆さまのご支援のもと１９５９年に鉄骨鉄筋コンクリートで外観

復元されましたが、本丸御殿、現存する石垣、隅櫓などとともに江戸期の本丸を再

現し、特別史跡名古屋城跡の本質的価値の理解促進と文化観光面の魅力向上を図る

ため、可能な限り史実に忠実に木造で建替えてまいります。 

名古屋城は、先人たちの努力により、江戸時代の文書「金城
きんじょう

温
お ん

古録
こ ろ く

」をはじ

め、戦前に記録された「ガラス 乾板
かんぱん

写真
しゃしん

」、「昭和
しょうわ

実測図
じ っ そ く ず

」など豊富な史資料が

残されており、焼失前の天守を忠実に復元することが可能な全国唯一の大規模城郭

建築です。 

建築基準法の解説（※）によると、「国宝などの文化財は先人が我々に伝えた貴

重な財産であり、これを保存し、後世に伝え、あるいはその活用を図って、国民ひ

いては世界の文化に寄与することは我々の任務である」と記されており、調査研究

に基づく「史実に忠実な復元」に最大限配慮しながら、バリアフリーに対応するた

め、昨年度に「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」を実施し、最優秀者を

決定したところです。 

今回のアンケートは、復元する木造天守への昇降技術の設置について、市民のみ

なさまのご意見を頂戴し、名古屋市の方針を決めてまいりたいと考えております。

また、希望者のみなさまを対象に市民討論会を行い、ご意見を直接お伺いしたいと

考えております。 

何卒、ご協力くださいますようお願いいたします。 

※ 逐条解説建築基準法編集委員会「逐条解説 建築基準法」（平成 24 年 12 月 10 日初版発行、株式会社ぎょうせい） 

  （裏面あり） 
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名古屋市 

 
 

 

▼アンケートについてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

 

名古屋市観光文化交流局名古屋城総合事務所  担当：加治屋、坂田 

電   話：（052）231-2488  ／ FAX：（052）201-3646 

問合せ時間：月曜日から金曜日の午前８時 45 分から午後５時 30 分まで（祝日を除く）  

※FAX は常時受け付けておりますが、お電話でのお問い合わせにつきましては上記時

間内とさせていただきますので、ご了承ください。 
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名古屋市
な ご や し

 

1 

ア ン ケ ー ト 調
ちょう

 査
さ

 票
ひょう

 
 

 

◆アンケート 調査票
ちょうさひょう

は 必
かなら

ず 封筒
ふ う と う

の 宛名
あ て な

のご 本人
ほ ん に ん

がご 回答
か い と う

ください。 

（ご 本人
ほ ん に ん

が 記入
き に ゅ う

できない 時
と き

は、身近
み ぢ か

な 方
か た

がご 本人
ほ ん に ん

から 聞
き

き 取
と

り、ご 記入
き に ゅ う

ください） 

◆本
ほ ん

アンケートは 無作為
む さ く い

に 選
え ら

ばれた 市民
し み ん

の 方
か た

に 送付
そ う ふ

させていただいております。 

◆同封
ど う ふ う

されている「名古屋
な ご や

城
じょう

バリアフリーに 関
か ん

する 説明
せ つ め い

資料
し り ょ う

」をご 覧
ら ん

いただき、

ご 記入
き に ゅ う

ください。 

◆本調査票
ほんちょうさひょう

及
お よ

び 返信用
へ ん し ん よ う

封筒
ふ う と う

には、ご 住所
じゅうしょ

やお 名前
な ま え

を 書
か

いていただく 必要
ひ つ よ う

はありま

せん。また、切手
き っ て

を 貼
は

る 必要
ひ つ よ う

もございません。 

◆回答
か い と う

結果
け っ か

は、統計的
と う け い て き

な 数値
す う ち

として 集計
しゅうけい

する 以外
い が い

には 使用
し よ う

しませんので、ご 自身
じ し ん

の 率直
そっちょく

なお 考
かんが

えやご 意見
い け ん

をご 記入
き に ゅ う

ください。 

◆ご 記入
き に ゅ う

いただきましたアンケート 調査票
ちょうさひょう

を 同封
ど う ふ う

の 返信用
へ ん し ん よ う

封筒
ふ う と う

に入れ、 

５月
が つ

８日
に ち

（月
げ つ

） 【消印
け し い ん

有効
ゆ う こ う

】までに、郵便
ゆ う び ん

ポストにご 投函
と う か ん

ください。 

 

問
と い

１ 過去
か こ

に、何回
なんかい

名古屋
な ご や

城
じょう

を 訪
おとず

れましたか？（１つに○） 

１ １回
か い

              ２ ２回
か い

   

３ ３回
か い

以上
いじょう

（年
ね ん

  回
か い

程度
て い ど

）    ４ 訪
おとず

れていない 

 

問
と い

２ 天守
てんしゅ

についてお 聞
き

きします。名古屋市
な ご や し

が 天守
てんしゅ

の 木造
もくぞう

復元
ふくげん

を 進
す す

めていることを

ご 存
ぞ ん

じですか？（１つに○） 

１ 内容
ないよう

もよく 知
し

っている   ２ 進
す す

めていることは 知
し

っている 

３ 知
し

らなかった       ４ 興味
きょうみ

がない  

 

問
と い

３ 今
い ま

まで、名古屋市
な ご や し

が 主催
しゅさい

した 名古屋
な ご や

城
じょう

天守閣
てんしゅかく

整備
せ い び

に 関
か ん

するタウンミーティン

グや 市民
し み ん

説明会
せつめいかい

にご 参加
さ ん か

いただいたことがありますか？（１つに○） 

１ 毎年
まいとし

参加
さ ん か

している        ２ １回
か い

以上
いじょう

参加
さ ん か

したことがある 

３ 参加
さ ん か

したことがない 

 

～ご記入
きにゅう

にあたってのお願
ねが

い～ 

以下
い か

の問
とい

４～６は、説明
せつめい

資料
し り ょ う

を読
よ

んでいただいたうえでご回答
かいとう

ください 
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名古屋市
な ご や し

 

2 

 

問
と い

４ 公募
こ う ぼ

により 選定
せんてい

された 最優秀者
さいゆうしゅうしゃ

の 昇降
しょうこう

技術
ぎじゅつ

の 設置
せ っ ち

について、あなたの 考
かんが

え

方
か た

は 以下
い か

のうちどれですか。（１つに○） 

１ 設置
せ っ ち

しない（豊富
ほ う ふ

な 史
し

資料
しりょう

を 基
も と

に 名古屋
な ご や

城
じょう

天守
てんしゅ

を 往時
お う じ

の 姿
すがた

に 忠実
ちゅうじつ

に 

復元
ふくげん

する） 

２ １階
か い

まで（名古屋
な ご や

城
じょう

天守
てんしゅ

の 史実
し じ つ

に 忠実
ちゅうじつ

な 復元
ふくげん

に 配慮
はいりょ

しながら、 

１階
か い

からの 眺望
ちょうぼう

を 楽
た の

しめるようにする 

（公募
こ う ぼ

した 昇降
しょうこう

技術
ぎじゅつ

の 最低
さいてい

要求
ようきゅう

水準
すいじゅん

）） 

３ 最上階
さいじょうかい

（５階
か い

）まで（高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

、小
ち い

さな 子
こ

ども 連
づ

れの 方
か た

等
な ど

のた

め、最上階
さいじょうかい

まで 設置
せ っ ち

） 

４ わからない 

５ その 他
た

（                              ） 

 

問
と い

５ 問
と い

４のご 回答
かいとう

にかかわらず、最上階
さいじょうかい

（５階
か い

）までのバリアフリーとして、他
ほ か

に

どのような 方法
ほうほう

を 望
の ぞ

まれますか。（自由
じ ゆ う

回答
かいとう

） 

 

 

 

 

 

問
と い

６ 現在
げんざい

の 園
え ん

路
ろ

等
と う

を 含
ふ く

む 名古屋
な ご や

城
じょう

全体
ぜんたい

のバリアフリーについて、ご 意見
い け ん

をお 聞
き

かせください。（自由
じ ゆ う

回答
かいとう

）  
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名古屋市
な ご や し

 

3 

 

 

問
と い

７ あなたの 年代
ねんだい

をお 答
こ た

えください。（1 つに○） 

１ 10代
だ い

  ２ 20代
だ い

  ３ 30代
だ い

  ４ 40代
だ い

  ５ 50代
だ い

    

６ 60代
だ い

  ７ 70代
だ い

以上
いじょう

   ８ 答
こ た

えたくない 

 

問
と い

８ 差
さ

し 支
つ か

えなければ、障害
しょうがい

等
と う

の 有無
う む

についてお 答
こ た

えください。（複数
ふくすう

回答可
か い と う か

） 

１ 特
と く

にない    ２ 肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

（車
くるま

いすを 使用
し よ う

）  

３ 肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

（歩行
ほ こ う

困難
こんなん

・杖
つ え

使用
し よ う

など） 

４ 視覚
し か く

障害
しょうがい

    ５ 聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

        ６ 言語
げ ん ご

障害
しょうがい

   

７ 内部
な い ぶ

障害
しょうがい

    ８ 知的
ち て き

障害
しょうがい

        ９ 精神
せいしん

障害
しょうがい

   

10 発達
はったつ

障害
しょうがい

    11 高次
こ う じ

脳
の う

機能
き の う

障害
しょうがい

    12 難病
なんびょう

  

13 その 他
た

（            ）    14 答
こ た

えたくない 

 

問
と い

９ ご 家族
か ぞ く

に 就学前
しゅうがくまえ

のお 子
こ

様
さ ま

はいらっしゃいますか。（1 つに○）  

１ いる   ２ いない   ３ 答
こ た

えたくない 

 

【名古屋
な ご や

城
じょう

について、ご 意見
い け ん

等
と う

ご 自由
じ ゆ う

にお 書
か

きください】 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

ご 記入
きにゅう

いただきました 本調査票
ほんちょうさひょう

を 同封
どうふう

の 返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に入れて、切手
き っ て

を 貼
は

らず

に 投函
とうかん

してください。 

また、市民
し み ん

討論会
とうろんかい

への 参加
さ ん か

を 希望
き ぼ う

される 方
か た

は、参加
さ ん か

申込書
もうしこみしょ

も

返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に 入
い

れてください。 

あなたご自身
じ し ん

について 
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市民討論会に参加を希望される方へ 

名古屋城バリアフリーに関する市民討論会 
日時：令和 5 年６月３日（土） 14:00～16:00（予定） 

場所：中区役所ホール（名古屋市中区栄四丁目 1 番 8 号 地下 2 階） 

内容：名古屋城バリアフリーに関する資料および市民アンケートの説明をした上

で討論会を実施 

定員：100 名程度 

 

上記のように市民討論会を開催します。参加ご希望の方は、下の「参加申込書」

に必要事項をご記入の上、アンケート調査票と一緒に同封の返信用封筒にて、５月  

8 日（月）【消印有効】までにご投函ください。 

参加申込書を返信いただいた方の数が定員を超過した場合は、抽選させていただ

きます。抽選の結果は参加申込書をいただいた方全員にご連絡いたします。当日参

加いただける方には、プログラムや会場案内などの資料も同封させていただきま

す。ぜひ、ご参加ください。 

なお、ご記入いただいた個人情報につきましては、当選結果及び資料の発送に使

用し、その他の目的には使用いたしません。 

参加申込書 
（ふりがな） 

おなまえ 
 

 

ご住所 
（郵便物が届くよう 

番地、建物名・号室など 

全てご記入ください） 

〒   －     

名古屋市       区 

 

参加動機 

 

 

 

 

これまでに市民参加型

の会議に参加されたこ

とがありますか。 

１ 名古屋城に関連した会議に参加したことがある 

  参加した時のテーマ（             ） 

２ 名古屋城関連以外の会議に参加したことがある 

 参加した時のテーマ（             ） 

３ 今回がはじめて      ４ わからない 
参加にあたり、主催者

に配慮してほしいこと

がございましたら、ご

記入ください。（任意） 
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来
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古
屋

城
本

丸
の

姿
】
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11

観覧エリ ア／通行部分

観覧エリ ア／未通行部分

観覧者サービスエリ ア

管理運営エリ ア／備品収納等

【 エリ ア凡例】

昇降技術

一般利用動線（ 登り ）

一般利用動線（ 降り ）

昇降設備利用動線（ 登り ）

昇降設備利用動線（ 降り ）

すのこ 下足履替え

活用のため取り 外す板壁

４ ． 復元する木造天守への昇降技術設置イメ ージ

・ 大天守地階
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・ 大天守１ 階

12

より 上層階へのバリ アフリ ー対応については、 今後継続して検討してまいり ます。

昇降技術

一般利用動線（ 登り ）

一般利用動線（ 降り ）

昇降設備利用動線（ 登り ）

昇降設備利用動線（ 降り ）

観覧エリ ア／通行部分

観覧エリ ア／未通行部分

観覧者サービスエリ ア

管理運営エリ ア／備品収納等

【 エリ ア凡例】

136



137



138

末尾資料０６



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159

末尾資料０７



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173

末尾資料０８



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200

末尾資料０９



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235


